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⚫ 第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 令和６年度第２回生涯学習審議会 

開 催 日 時 
令和６年６月１２日（水） 

午後２時～午後３時４５分 

開 催 場 所 中部地区会館 ４０３集会室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：長堀委員、小川（香）委員、髙瀬委員、齊藤委員、渡辺

委員、小川（育）委員、市川委員、石橋委員、木下委

員、加藤委員、横田委員、福島委員 

事務局：文化振興課長、文化振興課生涯学習係係長・主任 

議 題 
議題１：令和６・７年度の生涯学習振興の検討テーマについて 

議題２：令和７年度公民館講座について 

結 論 

（決定した方

針、残された問

題点、保留事項

等 を 記 載 す

る。） 

議題⑴：公民館講座の在り方について（仮題） 

    講座区分の変更の見直しについて（仮題） 

議題⑵：次回、第３回生涯学習審議会で提出案の中から内容を決

定する。 

審 議 経 過 

（主な意見等を

原則として発言

順に記載し、同

一内容は一つに

まとめる。） 

説明者 

 〇＝委員 

 ●＝事務局 

報告事項１：令和６年度第１回武蔵村山市生涯学習審議会会議録 

について 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

〇只今の説明について質問等を受付ける。 

●前回の会議で「生涯学習審議会で生涯学習推進計画の内容を審

議しますか」という質問の回答ですが、結論から申し上げますと

審議会では推進計画の内容については審議いたしません。ただ

し、推進計画の附属機関に生涯学習審議会委員から何名か選出さ

せていただく予定となっておりますので、ご承知おきください。 

＜質問等なし＞ 

報告事項２：令和６年度東京都市町村社会教育委員連絡協議会定

期総会の開催について 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

〇只今の説明について質問等を受付ける。 

＜質問等なし＞ 

●それでは、ここより司会進行を長堀会長にお願いしたいと思い 

ます。長堀会長お願いいたします。 

 

議題１：令和６・７年度生涯学習振興の検討テーマについて 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

●事務局としましては前回、令和３年度にこの生涯学習審議会が 

もともと社会教育委員会議、生涯学習推進会議、公民館運営審議 

会の３つが生涯学習審議会として一本化されたことに伴いまして 

、令和４年度５年度に「市民大学の設立に向けて」というテーマ 

が選ばれたわけですけど、今回の令和６年度７年度の検討テーマ 

には、三つの会議が一本化になったことによって検討できるテー 
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マがいいのではないかと思うのですが、できましたら会長から意

見、提案等していただけると、ありがたいのですが。 

〇公民館事業の具体的な検討をする際に、講座の区分が市民講

座、家庭教育講座、シルバー教室、青少年教室の四つに分かれて

いるが、名称はそのまま使いながら、中身がどんどん変わってき

ているとすれば、講座の区分自体をどこかで見直したらいいので

はないか 

〇生涯学習は生涯にわたって学ぶというテーマで講座を作ってい

くということですが、テーマの中に子どもたちも学ぶものが結構

あるから、対象っていうのが、この講座には今まで子どもたちと

か参加したんですか 

●参加しています。 

〇学校でも教育で取り組んでいるまちづくり学習とか、武蔵村山

の歴史とか、その町の人たちと関わったりとか、そういった体験

を通して、まちを好きになるっていう取組みをテーマとして入れ

ていけるといいかなと感じています。 

〇２年間の検討テーマを決めるという作業は皆さんで同じスター

トラインに立って、検討テーマに取組んでいきたいと思います。 

＜異議等なし＞ 

〇それでは、「令和６・７年度の生涯学習振興の検討テーマにつ

いて」は公民館講座の在り方についてに決定いたしました。 

 

議題２：令和７年度公民館講座について 

＜事務局が資料を読み上げる＞ 

●只今の説明について質問等を受付ける。 

＜質問等なし＞ 

●それでは、参考資料といたしまして、令和２年から６年度の公

民館講座実施概要一覧を参考にしていただき、７月１９日までに

事務局宛に提出をお願いいたします。 

 

その他１ 第３回生涯学習審議会の開催日程について 

●それでは、次回の会議日程について、希望等あれば教えていた

だきたい。 

＜次回の審議会は８月２１日（水）午後２時からと、決定した＞ 

●後日、事務局より開催通知を送付する。 

 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

■公  開              傍聴者：  ０  人 
□一部公開 
□非 公 開 
 ※一部公開又は非公開とした理由 
 

 

会議録の開示・

非 開 示 の 別 

■開  示 
□一部開示（根拠法令等：                ） 
□非 開 示（根拠法令等：                ） 
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庶 務 担 当 課 教育委員会 教育部 文化振興課（内線：６５６） 

（日本工業規格Ａ列４番） 


